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ユーザー登録(1/2)

4

サイト（https://tokushima-forest-cloud.my.site.com/shinsei）にアクセスすると、下記の画面が表示されます。
初めてご利用になる場合、赤枠の「登録がお済みでない方はこちらからご登録いただけます。」の「こちら」を押下し、ユーザー登録を行います。

「名」「姓」「メールアドレス
の順に入力し、

「登録する」を押下します。



ユーザー登録(2/2)

5

入力したメールアドレス宛に、メールが届きますので、メール本文中のリンクを押下します。
パスワードを変更する画面が表示されますので、パスワードを設定します。
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ログイン(1/2)

7

サイト（https://tokushima-forest-cloud.my.site.com/shinsei）にアクセスすると、下記の画面が表示されます。
赤枠の「ログインはこちらから。」の「こちら」を押下します。



ログイン(2/2)

8

ログイン画面の「ユーザー名」にユーザー登録で入力したメールアドレス、「パスワード」に設定したパスワードを入力し、ログインボタンを押下します。

パスワードを忘れた場合は、「パスワードをお忘れの方はこちら」を押下します。
パスワードリセットの画面が表示された、ユーザー名にメールアドレスを入力します。
入力したメールアドレス宛にパスワードリセットのメールが届きますので、メールに記載のリンクからパスワードを再度登録します。

『1. ユーザー登録』の画面に移動します。
詳細は『1. ユーザー登録』をご参照ください。
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伐採及び伐採後の造林の届出①届出書の作成～提出（1/6）

10

伐採及び伐採後の造林の届出を行う場合は、ホームの「届出申請」を押下し、「新規」ボタンからレコードを作成します。
「新規届出申請」画面で「伐採届」を選択します。入力画面が表示されたら、赤い*マークがついた必須項目を入力し、「保存」ボタンを押下します。

必須項目を入力し、「保存」を押下
してください。

「伐採届」を選択します。

「次へ」を押下します。



伐採及び伐採後の造林の届出①届出書の作成～提出（2/6）

11

「詳細」タブから鉛筆マークを押下し、必要事項を入力し、「保存」ボタンを押下します。

必要事項を記入し保存してく
ださい。



伐採及び伐採後の造林の届出①届出書の作成～提出（3/6）

12

森林所有者が複数いる場合は、「関連」タブの「森林所有者」にある「新規」ボタンを押下し、住所と氏名を入力し、「保存」ボタンを押下します。



伐採及び伐採後の造林の届出①届出書の作成～提出（4/6）

13

森林の所在場所を入力する場合は、 「関連」タブの「届出申請明細」にある「新規」ボタンを押下し、「伐採届_森林の所在」を選択し「次へ」を押下します。
森林の所在を入力し、「保存」ボタンを押下します。
対象の所在場所が複数ある場合は、その数分（かずぶん）繰り返します。



伐採及び伐採後の造林の届出①届出書の作成～提出（5/6）

14

届出に必要な書類を添付ファイルに添付します。
「添付ファイル」タブの「ファイルを追加」ボタンを押下します。「ファイルをアップロード」ボタンを押下すると、ご自身のパソコンの「エクスプローラー」が表示されますので、
フォルダから、対象の必要書類のファイルを選択し、「開く」ボタンを押下することで、アップロードできます。

ご自身のパソコンのフォルダから、必要
書類のファイルを選択してください。

※森林の位置図・区域図を地図データで
お持ちの場合は、地図データのファイルを
添付いただけます。



伐採及び伐採後の造林の届出①届出書の作成～提出（6/6）

15

画面からの入力、および添付ファイルの添付がすべて完了したら、伐採届を提出します。
該当の届出申請のデータを開き、鉛筆マークを押下し、編集画面を開きます。申請状況を「申請中」に変更し、申請日を入力して、「保存」ボタンを押下します。
「申請中」にすると、更新の都度、市町村の担当者あてに更新の通知が自動で送信されます。



伐採及び伐採後の造林の届出②不備連絡～修正

16

届出に不備があった場合、届出に記入した電話番号あるいはメールアドレスあてに不備の連絡があります。
該当の届出申請のデータを開き、鉛筆マークを押下し、編集画面を開きます。不備の指摘があった箇所を修正し、「保存」ボタンを押下します。
「申請中」にすると、更新の都度、市町村の担当者あてに更新の通知が自動で送信されます。
※このやりとりは、不備が解消されるまで、繰り返されます。



伐採及び伐採後の造林の届出③伐採の状況報告（1/3）

17

「伐採及び伐採後の造林の届出」が承認された場合は、伐採が完了した日から30日以内に届出を行います。
「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する場合は、「届出状況報告」タブを開き、「新規」ボタンを押下します。
「伐採状況報告」を選択して「次へ」ボタンを押下、新規届出状況報告画面に必要事項を記入します。入力が完了したら、「保存」ボタンを押下します。

必要事項を記入し保存してく
ださい。



伐採及び伐採後の造林の届出③伐採の状況報告（2/3）

18

市町村から指導されている書類を添付ファイルに添付します。
「添付ファイル」タブの「ファイルを追加」ボタンを押下します。「ファイルをアップロード」ボタンを押下すると、ご自身のパソコンの「エクスプローラー」が表示されますので、
フォルダから、対象の必要書類のファイルを選択し、「開く」ボタンを押下することで、アップロードできます。

ご自身のパソコンのフォルダから、必要
書類のファイルを選択してください。



伐採及び伐採後の造林の届出③伐採の状況報告（3/3）

19

書類の添付まで完了したら、「届出状況報告」タブの状況報告Noを押下し、伐採状況報告のデータを開きます。
伐採状況報告の申請状況を「申請中」に変更のうえ、「保存」ボタンを押下します。
「申請中」にすると、更新の都度、市町村の担当者あてに更新の通知が自動で送信されます。

伐採状況報告の申請状況を「申請中」に変更のうえ
保存してください。



伐採及び伐採後の造林の届出④造林の状況報告（1/3）

20

「伐採及び伐採後の造林の届出」が承認された場合は、造林が完了した日から30日以内に届出を行います。
「造林に係る森林の状況報告書」を提出する場合は、「届出状況報告」タブを開き、「新規」ボタンを押下します。
「造林状況報告」を選択して「次へ」ボタンを押下、新規届出状況報告画面に必要事項を記入します。入力が完了したら、「保存」ボタンを押下します。

必要事項を記入し保存してく
ださい。



伐採及び伐採後の造林の届出造④林の状況報告（2/3）

21

市町村から指導されている書類を添付ファイルに添付します。
「添付ファイル」タブの「ファイルを追加」ボタンを押下します。「ファイルをアップロード」ボタンを押下すると、ご自身のパソコンの「エクスプローラー」が表示されますので、
フォルダから、対象の必要書類のファイルを選択し、「開く」ボタンを押下することで、アップロードできます。

ご自身のパソコンのフォルダから、必要
書類のファイルを選択してください。



伐採及び伐採後の造林の届出④造林の状況報告（3/3）

22

書類の添付まで完了したら、「届出状況報告」タブの状況報告Noを押下し、造林状況報告のデータを開きます。
造林状況報告の申請状況を「申請中」に変更のうえ、「保存」ボタンを押下します。
「申請中」にすると、更新の都度、市町村の担当者あてに更新の通知が自動で送信されます。

造林報告の申請状況を「申請中」に変更のうえ保存
してください。

届出者の操作
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森林の土地の所有者届出①届出書の作成～提出(1/5)

24

森林の土地の所有者届出を行う場合は、ホームの「届出申請」を押下し、「新規」ボタンからレコードを作成します。
「新規届出申請」画面で「森林の土地の所有者届出」を選択します。入力画面が表示されたら、赤い*マークがついた必須項目を入力し、「保存」ボタンを押下します。

必須項目を入力し、「保存」を押下
してください。

「森林の土地の所有者届出」を
選択します。

「次へ」を押下します。



森林の土地の所有者届出①届出書の作成～提出(2/5)

25

「詳細」タブから鉛筆マークを押下し、必要事項を入力し、「保存」ボタンを押下します。

必要事項を記入し保存してく
ださい。



森林の土地の所有者届出①届出書の作成～提出(3/5)

26

届出申請の「２ 土地に関する事項」を入力する場合は、「関連」タブの「届出申請明細」にある「新規」ボタンを押下し、「森林の土地所有者届出」を選択し「次へ」を押下し
ます。
「新規届出申請明細:森林の土地所有者届出」画面が表示されますので、市町村、大字、字、地番、面積(ha)、持分割合を一筆ごとに入力し、「保存」ボタンを押下しま
す。※届出を行う所在場所の数分（かずぶん）繰り返し登録します。

届出者の操作



森林の土地の所有者届出①届出書の作成～提出(4/5)

27

届出に必要な書類を添付ファイルに添付します。
【添付ファイル】タブの「ファイルを追加」ボタンを押下します。「ファイルをアップロード」ボタンを押下すると、ご自身のパソコンの「エクスプローラー」が表示されますので、
フォルダから、対象の必要書類のファイルを選択し、「開く」ボタンを押下することで、アップロードできます。

ご自身のパソコンのフォルダから、必要
書類のファイルを選択してください。

※土地の位置を示す図面を地図データで
お持ちの場合は、地図データのファイルを
添付いただけます。



森林の土地の所有者届出①届出書の作成～提出(5/5)

28

画面からの入力、および添付ファイルの添付がすべて完了したら、森林の土地の所有者届出書を提出します。
提出する届出申請のデータを開き、鉛筆マークを押下し、編集画面を開きます。申請状況を「申請中」に変更し、申請日を入力して、「保存」ボタンを押下します。
「申請中」にすると、更新の都度、市町村の担当者あてに更新の通知が自動で送信されます。

届出者の操作



森林の土地の所有者届出②不備連絡～修正

29

届出に不備があった場合、届出に記入した電話番号あるいはメールアドレスあてに不備の連絡があります。
該当の届出申請のデータを開き、鉛筆マークを押下し、編集画面を開きます。不備の指摘があった箇所を修正し、「保存」ボタンを押下します。
「申請中」にすると、更新の都度、市町村の担当者あてに更新の通知が自動で送信されます。
※このやりとりは、不備が解消されるまで、繰り返されます。


